
令和４年８月３日からの大雨による
農地・農業用施設の被害と対応について

新潟県農地部農地建設課

被災直後の荒川頭首工（村上市）
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県内8市町村で被災

被害箇所数 被害額 被害状況

①農地 1,545箇所 47.9億円 土砂流入、畦畔崩壊 等

②農業用施設 1,352箇所 86.4億円 頭首工の損壊、水路埋塞 等

合計 2,897箇所 134.2億円

村上市
被害箇所数1,235箇所
被害額71.4億円

関川村
被害箇所数988箇所
被害額40.4億円

胎内市
被害箇所数530箇所
被害額19.2億円

〇 ８月３日から４日に発生した豪雨により、県北地域を中心に大きな被害が発生
〇 農地・農業用施設の被害は、８市町村におよび、被害箇所約2,900箇所、被害額約134億円
〇 特に村上市、関川村、胎内市に被害が集中しており、３市村の被害箇所、被害額の合計は2,753箇所、131

億円で、全体の９割以上を占める

※被害額の計は四捨五入のため合計が合致しない

崩壊土砂が農地へ流出（関川村桂）

田畦畔の崩壊（胎内市鍬江）

農道の被災（関川村桂）

上流で越水した川の水が農地に流れ出し、
畦畔や水路・農道が崩壊（村上市布部）
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※ 頭首工から約400m
下流で土砂流入し
幹線水路が閉塞

右岸取水口上部の斜面崩壊による土砂堆積 左岸取水口及び左岸幹線用水路の土砂堆積

２－１ 荒川頭首工の取水再開
〇 3,300haを超える受益を持つ荒川頭首工は、豪雨被害により左右岸とも取水が不能となったが、農林水産

省からの技術指導を受けつつ、２日後の８月６日に応急工事に着手、13日から左右岸とも取水再開
〇 取水再開後、14日未明の豪雨により、右岸直下の幹線用水路に土砂が流入し閉塞。右岸側農地約1,900ha

への用水供給ができない状況(左岸側農地約1,500haは支障なく用水供給を実施)
〇 15日から土砂撤去に着手し、19日に取水再開

応急工事後 左岸幹線用水路の土砂堆積

応急工事後

８／１４未明土砂流入

左岸幹線用水路

右岸幹線用水路 ８／１９復旧後
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２－３ 被災地への職員派遣
〇 発災直後の支援として、特に大きく被災し

た村上市、関川村、胎内市に8月5日から
県職員を派遣。
被災した農地・農業用施設の調査や荒川頭
首工をはじめとする被災箇所の応急復旧を
実施

〇 派遣した県職員の累計は11月30日までで延
べ971人

〇 現在、復旧工事にあたっての関係機関との
調整や技術的な助言などの支援を引き続き
実施中

天神平上堤

応急対応後堤体損傷

仮設ポンプ設置

２－２ 被災した防災重点農業用ため池への対応
〇 今回の豪雨で大きく被災した村上市、関川村、胎内市における防災重点農業用ため池は20箇所

そのうち被災が確認された防災重点農業用ため池は、関川村の3箇所
（１）ため池の被災状況を関川村から、ため池管理者と関係住民へ周知
（２）堤体が損傷した2箇所のため池では、ため池管理者が法面にブルーシートを設置
（３）被災ため池3箇所全てで水位を低水位管理することにより、決壊リスクを軽減

(仮設ポンプ設置1箇所、斜樋からの排水2箇所)

被災法面へのブルーシート設置

仮設ポンプによるため池の低水位管理

天神平下堤

４

水位が低下した状況



３－１ 激甚災害の指定見込み(8月23日発表)
〇 激甚災害の指定により、
（１）国が補助する災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げ（農地84.5→96.4%、農業用施設94.0→98.5%(過去5ヶ年の

実績平均)）

（２）市町村が実施する国庫補助対象外(13万円以上40万円未満)の災害復旧事業に対し起債及び交付税措置
が適用され、農業者等の負担が軽減

３－２ 令和４年9月補正予算等における支援内容
（１）国が補助する災害復旧事業を活用した

耕地災害復旧費により、被災した農地
・農業用施設を復旧

（２）国庫補助及び地方財政措置対象となら
ない小規模な被災については、今回創
設(今定例会議案)する県単水害農地等
復旧事業により復旧

事業名 事業内容

(1)耕地災害復旧費
〔1,082,520千円〕

被災した農地・農業用施設の復旧
を実施 (県営・団体営)

(2)県単水害農地等復旧事業
〔皆増 29,000千円〕

被災した農地・農業用施設につい
て、営農作業や農作物の生育・収量
に影響を生じるおそれがある流入土
砂等の撤去や用排水機能の確保に要
する経費の一部を補助する

〇 今後、被災した農地・農業用施設の速やかな復旧に向けて、
(１)緊急を要するものについては、査定前に工事実施できる制度の活用
(２)国より示された、「大規模災害時における農林水産業施設及び公共土木施設災害復旧事業査定方針」

の適用による、災害査定の簡素化
(３)復旧工事にあたっての関係機関との調整や技術的な助言などの支援を引き続き実施
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